
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年１０月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第１０３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月２４日（日） １１時３０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市塩屋埼東方沖 

塩屋埼灯台から真方位１１６°９.８海里付近 

（概位 北緯３６°５５.２′ 東経１４１°１０.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二高栄
たかえい

丸、６.６トン 

  ＦＳ２－３１１５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート ＺＥＰＨＹＲ
ゼ フ ァ ー

、５トン未満（長さ８.６４ｍ） 

２３５－２９１００福島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷１人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首外板が圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、いわき市勿来
なこそ

漁港に向けて約１７

ノット（kn）（対地速力、以下同じ｡）の速力で南西進中、Ｂ船は、船長Ｂ

が１人で乗り組み、約５kn の速力でトローリングを行って東進中、平成２

２年１０月２４日１１時３０分ごろ、塩屋埼東方沖においてＡ船の右舷船

首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、本事故の約２０分前にレーダーでＢ船を初めて探知し、その

後、目視していたが、Ｂ船よりもＡ船の近くを航行していた他船に気を取

られ、右舷側の窓から顔を出して他船を見ていた。 

 船長Ｂは、本事故時、船尾甲板においてトローリングの仕掛けを確認し

ており、衝突後にＡ船に気付いた。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒したが、いわき市江名港へ自力で帰港し、

病院で腰椎変性すべり症と診断された。 

 Ａ船は、勿来漁港へ自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は南西進中、Ｂ船は東進中、塩屋埼東方沖

において、両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船を視認したものの、Ａ船の近く



    

を航行していた他船に意識を集中し、見張りを行

っていなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、トローリングの仕掛けの確認に意識

を集中し、見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、塩屋埼東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が東進中、両

船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




